
・ATM を使用した場合は振替払込請求書兼受領証が出ませんので、 

その場合は受領証(原本)を申請書と供にご提出下さい。 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請者本人の住所、氏名、電話番号を記入してください 

・払込手数料は申請者本人負担でお願いします。 

この振替払込請求書兼受領証(原本)を 

申請書と供にご提出下さい。 

振替払込請求書兼受領証の再発行は認められておりませんので、紛失には十分ご注意ください。 
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一般社団法人 神奈川県建築士会 

神奈川県 二級・木造建築士免許申請手数料 

令和〇年合格 新規登録 
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